
              

ショートステイサービスセンター国津園 利 用 料 金 表（令和 6 年8月 1 日～） 

◆ 介 護 保 険 内 サ ー ビ ス 

１ 介護保険内サービス利用料金                   ※一日につき 
自己負担額 要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

 多床室/個室  ４５１ ５６１ ６０３ ６７２ ７４５ ８１５ ８８４ 

 
２ 対象加算項目                   
（１）体制加算 

加 算 項 目 単位数／日 

介

護

専

用 

介

護

空

床 

予

防

専

用 

予

防

空

床 

概  要 

看護体制加算（Ⅰ） ４単位／日 × ○   常勤の看護師を１名以上配置している 

看護体制加算（Ⅱ） ８単位／日 × ○   
看護職員が「配置基準より1人以上」上回っている 
｢30人･51人以上｣ 

看護体制加算（Ⅲ） １２単位／日 × ×   
看護体制加算Ⅰの要件を満たし、要介護 3 以上の利用者が 70％以

上 

看護体制加算（Ⅳ） ２３単位／日 × ×   
看護体制加算Ⅱの要件を満たし、要介護 3 以上の利用者が 70％以

上 

夜勤職員配置加算（Ⅲ） １５単位／日 ○ ○   
夜勤を行う介護職員・看護職員の数が、最低基準を1人以上上回っ

ている（喀痰吸引等の実施ができる体制） 

機能訓練体制加算 １２単位／日 ○ ○ ○ ○ 機能訓練指導員を配置している場合 

ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化加算（Ⅰ） ２２単位／日 ○ ○ ○ ○ 
介護福祉士80%以上又は勤続10年以上の介護福祉士35％以上配置

されている 

ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化加算（Ⅱ） １８単位／日 × × × × 介護福祉士60％以上配置されている 

ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化加算（Ⅲ） ６単位／日 × × × × 
介護福祉士50％以上又は常勤75％以上又は勤続7年以上30％以上

配置されている 

個別機能訓練加算 ５６単位／日 × × × × 機能訓練指導員を配置し、個別計画の作成実施を行っている 

認知症専門ケア加算（Ⅰ） ３単位／日 × × × × 
認知症介護に関する専門的な研修を終了した者を基準以上配置し、

専門的な認知症ケアを実施した場合に加算 

認知症専門ケア加算（Ⅱ） ４単位／日 × × × × 
認知症介護の指導に関する専門的な研修を終了した者を基準以上

配置し、認知症ケアの指導等を実施した場合に加算 

※生産性向上推進体制加算Ⅰ 100 単位／月 〇 〇 〇 〇 
生産性向上推進体制加算（Ⅱ）のデータにより業務改善の取組による成果が

確認されている場合。 

※生産性向上推進体制加算Ⅱ 10 単位／月 〇 〇 〇 〇 
利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討す

る委員会の開催や必要な安全対策を講じた上で、生産性向上ガイドラインに基づいた改善

活動を継続的に行っていること。見守り機器等のテクノロジーを１つ以上導入している。

１年以内ごとに１回、業務改善の取組による効果を示すデータの提供を行う。 

介護職員等処遇改善加算Ⅰ 
1月の所定単位数の 

14％を加算（端数四捨五入） 
○ ○ ○ ○ 

厚生労働省が定める基準に適合し、介護職員の賃金の改善等

を実施している場合 

注）ショートステイ専用ベッドの利用と特別養護老人ホームの入院及び外泊等の空きベッドの（空床）利用は加算が異なります。（特

別養護老人ホームとショートステイの人員配置が異なるため） 
注）体制加算表の【介護専用・予防専用】はショートステイ専用ベッド利用、【介護空床・予防空床】は特別擁護老人ホームの空きベ

ッド利用となります。 
注）【介護専用・介護空床】は、要介護１～５の方、【予防専用・予防空床】は要支援１及び要支援２の方が対象となります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              
（２）サービスの利用状況によりかかる加算  発生時の加算となります。通常時は算定ありません 

送迎加算（片道につき） １８４単位／日 ○ ○ ○ ○ 
利用者の心身の状態、家族の事情等により送迎が必要な利用者に、

居宅と事業所間の送迎を行った場合 

認知症行動・心理症状緊急対応加算 ２００単位／日 ○ ○ ○ ○ 
認知症の行動・心理症状により緊急の利用が必要であると判断され

た場合、利用開始日より７日間を限度に加算 

若年性認知症入所者受入加算 １２０単位／日 ○ ○ ○ ○ 
若年性認知症利用者ごとに個別の担当者を定め、利用者の特性やニ

ーズに応じたサービス提供をおこなった場合 

療養食加算 ８単位／回 ○ ○ ○ ○ 
疾病治療の手段として、医師の発行する食事せんに基づき提供する

療養食の提供をおこなった場合 

緊急短期入所受入加算 ９０単位／日 ※ ※   
ケアプランに位置づけられていない緊急な受入を行った場合に7日

間（介護者の疾病は14日間） 

医療連携強化加算 58単位／日 × ×   重度者受入の際に緊急時対応の体制を整備した場合 

※看取り連携体制加算 64 単位／日 ※ ※ ※ ※ 看護体制の要件を満たし、看取り期の対応を行った場合 

長期利用者に対する減算 ▲30単位／日 ※ ※   連続して30日を超えて利用した場合31日目以降 

※長期利用の適正化 
介護福祉施設サービス費の

単位数／日 
※ ※   連続して60 日を超えて利用した場合61 日目以降 

◆介護報酬 1単位当たりの単価 

    短期入所生活介護は、人件費割合の見直しにより、1単位当たりの単価10．17円となります。従いまして、重要事 

項説明書に一部記載のある介護保険一部負担額は給付単位数に10.17円を乗じた費用の１割となり、介護保険で給 

付される額は、給付単位数に10.17円を乗じた費用の9割となります。 

 
３ 食 費 ・ 居 住 費 

サービス項目 金額（日） 概  要 

食 費 

第１段階 ３００円 利用者に提供する食事の材料費及び調理費において、実費相当額の範囲

内にて負担頂きます。実際に提供した食数に応じて頂きます。 
第1段階～3段階の方（朝食375円、昼食485円、夕食585円） 
介護保険負担限度額認定証をお持ちでない方は４段階の金額となりま

す。（朝食 430円、昼食550円、夕食650円） 

第２段階 ６００円 

第３段階① １,０００円 

第３段階② １,３００円 

第４段階 １,６３０円 

居住費 
 

 （多床室） （個室） 概  要 

第１段階  － 円 ３８０円 光熱水費相当額及び室料 
施設及び設備を利用し、滞在されるにあたり、光熱水費相当額及び室料

（建築設備等の減価償却費等）をご負担頂きます。（介護保険負担限度額

認定証をお持ちでない方は４段階の金額となります） 

第２段階 ４３０円 ４８０円 

第３段階① 
第３段階② 

４３０円 
４３０円 

８８０円 
８８０円 

第４段階 ９３０円 １,２６０円 

◆ 介 護 保 険 外 サ ー ビ ス  

項  目 金  額 概  要 

嗜好品代 １２０円／日 おやつ及びジュース等にかかる費用として嗜好品代をいただきます。 

理髪・美容代 実費 月に１回理・美容師の出張によるサービスをご利用頂けます。 

レクリエーション 実費 利用者のご希望によりレクリエーションやクラブ活動に参加して頂くことがで

きます。クラブ活動には活動費として１００円／回と材料費として実費を頂き

ます。 クラブ活動費 １００円／回 

テレビレンタル料 １００円／日 
各居室において使用されるテレビについては、原則共有のテレビを利用するこ

とと致しますが、ご希望の方につきましては当施設においてテレビの貸し出し

を行います。（コンセント使用料含む） 

コンセント使用料 ５０円／日 
各居室において電気機器を使用される場合はコンセント１つにつき使用料を頂

きます。但し、電気機器については半日以上継続して利用する機器とし、短時

間使用のもの及び介護機器についての使用は除きます。 

複写物の交付 １０円／枚 
ご契約者は、サービスについての記録をいつでも閲覧できますが、複写物を必

要とされる場合は実費を頂きます 

日常生活上必要となる

諸費用実費 
実費 

日常生活用品の購入代金等、ご契約者にご負担頂くことが適当であるものにか

かる費用をご負担頂きます。また、業者による衣類・嗜好品販売を利用された

場合も実費をご負担頂きます。 



              

◆ 利用者の負担割合について   

  利用者負担について、所得に応じて負担の割合が異なります。 

 要支援・要介護認定を受けている被保険者に各自の負担割合を記載した「介護保険負担割合証」を 

介護サービスを利用される際に、介護保険被保険者証と併せてサービス提供事業所に提示してください。 

平成30年8月1日から適用される利用者負担割合 

本人が市民税を

課税されている

場合 

本人の合計所得金額が

160万円以上 

同一世帯の65歳以上の

方の年金収入＋その他

の合計所得金額が 

単身は340万円以上 3割負担 

単身は280万円以上 2割負担 

単身は280万円未満 1割負担 

2人以上は合計346万円未満 1割負担 

本人の合計所得金額が160万円未満 1割負担 

本人が市民税を課税されていない場合、生活保護受給者 1割負担 

※「合計所得金額」とは、収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、 
基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額をいいます。 

◆ 月々の負担上限（高額介護サービス費の基準）について  

介護サービスを利用する場合にお支払いいただく利用者負担には、月々の負担の上限が設定されています。     

1ヶ月に支払った利用者の負担の合計が負担の上限を超えたときは、申請により超えた分が払い戻されます。 

 利用者負担段階区分 
負担の上限 

（月額） 

課税所得690万円（年収約1,160万円）以上 140,100円（世帯） 

課税所得380万年（年収770万円）～課税所得690万円（年収約1,160万円）未満  93,000円（世帯） 

市民税課税～課税所得380万円（年収約770万円）未満 44,400円（世帯） 

世帯の全員が市民税を課税されていない方 
24,600円 

（世帯） 

 
・前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が年間80万円以下の方等 

・老齢福祉年金を受給している方 

24,600円 

（世帯） 

15,000円 

（個人） 

生活保護を受給している方等15,000円（個人） 

 ※現役並み所得者について 

 同一世帯内に課税所得145万以上の65歳以上の方がいる場合に対象になります。ただし、同一世帯内に 

 ※施設サービスの居住費・食費・日常生活費など、介護保険の給付対象外の利用者負担や福祉用具の購入費、        

住宅改修費は、高額介護サービス費対象になりません。 

 

 



              
◆ 負担限度額認定申請について   

世帯全員が市民税非課税の方や生活保護を受けておられる方については、介護保険施設に入所したときや短期入所      

（ショートステイ）を利用したときにかかる食費・居住費（滞在費）について、申請により負担が軽減されます。        

認定を受けると、世帯の所得に応じた段階に該当する負担限度額までが自己負担となります。 

 ※対象施設は、介護保険施設（特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設）、小規模特別養護老人ホームです。                

小規模多機能型居宅介護やグループホームなどの居住費・食費は対象外です。 

◆負担限度額認定の基準について     

 本人および同一世帯が市民税非課税の場合においても、下記の条件のいずれかに該当する場合には負担軽減 

の対象外となります。  

(1) 配偶者が市民税を課税されている場合（世帯が同じかどうかは問わない） 

(2) 預貯金等金額が次の基準額を超える場合 

  第2段階の方…単身650万円、夫婦1,650万円  第3段階①の方…単身550万円、夫婦1,550万円 

  第3段階の方…単身500万円、夫婦1,500万円 

申請に当たって、預貯金等および配偶者の所得の申告と通帳の写し等の提出が必要です。 
預貯金等に含まれるもの 確認方法 

預貯金（普通・定期） 通帳の写し 

有価証券（株式・国債・地方債・社債など） 証券会社や銀行の口座残高の写し 

金・銀（積立購入を含む）など、購入先の口座残高によって

時価評価額が容易に把握できる貴金属 
購入先の口座残高の写し 

投資信託 銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し 

タンス預金（現金） 自己申告 

※負債（借入金・住宅ローンなど）は、預貯金等から差し引いて計算します。（借用証書などで確認）また、価格評価は、申請日の直近        

2 カ月以内の写し等により行います。                                                 

※預貯金等に含まれないもの…生命保険、自動車、宝石など時価評価額の把握が難しい貴金属など。絵画、骨董品、家財など 

※不正があった場合には、加算金を設けます。                                             

◎平成28 年8 月からは非課税年金（遺族年金、障害年金）を収入として算定されています。    

負担限度額（1 日当たりの金額）    

対象者 利用者負担 日額上限 

利用者負担段階 食費 

居住費（滞在費） 

ユニット型個室 ユニット型準個室 従来型個室 多床室 

第1 段階 
・生活保護の受給 

・世帯全員が市民税非課税で老齢福

祉年金の受給者 

300 円 880 円 550 円 380 円 0 円 

第2 段階 

世帯全員が市民税非課税で本人の合

計所得金額と課税年金収入額の合計

額が 80 万円以下の方 

600 円 880 円 550 円 480 円 430 円 

第3段階① 

世帯全員が市民税非課税で本人の合

計所得金額と課税年金収入額合計額

が 80万円超120万円以下の方 

1,000 円 1,370 円 1,370 円 880 円 430 円 

第3段階② 

世帯全員が市民税非課税で本人の合

計所得金額と課税年金収入額合計額

が 120万円以上の方 

1,300 円 1,370 円 1,370 円 880 円 430 円 

第4 段階 第1～第3 段階以外の方 施設との契約額を支払うことになります。 


